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財政援助団体等（一般財団法人明石市産業振興財団）監査結果報告のこと 

 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定により、みだしの監査を実施したので、そ

の結果を別紙のとおり報告する。 
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案 
財政援助団体等（一般財団法人明石市産業振興財団）監査の結果について 

 

Ⅰ 監査の対象 

一般財団法人明石市産業振興財団 

 

Ⅱ 監査の期間 

平成２８年１月５日から平成２８年３月２４日まで 

 

Ⅲ 監査の範囲 

主として、平成２６年度における出納その他の事務（公の施設の指定管

理に係る事務を含む。）の執行状況 

 

Ⅳ 監査の方法 

監査の実施に当たっては、一般財団法人明石市産業振興財団（以下「財

団」という｡）から提出された資料に基づき、会計諸帳簿、伝票、証書類

等を調査確認し、必要に応じて関係職員の説明を聴取し、事業が出資等の

目的に沿って適切に運営されているか、出納その他の事務が法令等に基づ

き適正に行われているかについて監査を実施した。 

 

Ⅴ 団体の概要 

⑴ 設立の趣旨 

   財団は、明石市における産業の振興を図るため、産業交流の促進、人

材育成、産業経済情報の収集及び提供等を行い、もって地域経済の発展

に寄与することを目的として、平成１０年９月３０日に設立された。 

⑵ 組織（平成２６年度末日現在） 

役員１４名（理事１２名、監事２名）、評議員９名、事務局職員２１

名（内１名は役員兼務）をもって構成されている。 

なお、明石市からは、事務局職員２名を派遣している。 

⑶ 事業の概要 

① 所在地  明石市大久保町ゆりのき通１丁目４番地の７ 

② 主な事業 

ア 産業交流の促進に関する事業 

資料 ８  
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イ 人材育成に関する事業 

ウ 産業経済情報の収集及び提供に関する事業 

エ 経営分野の相談及び助言に関する事業 

オ 技術分野の相談及び指導に関する事業 

カ 明石市が設置する公の施設の管理運営に関する事業 

キ その他財団の目的を達成するために必要な事業 

⑷ 本市との関係等 

 ① 出捐 

財団の基本財産は２０７，５１０千円である。その内訳は、本市か

らの出捐金１００，０００千円（４８．２％）、１２１企業・８団体

からの寄附金１０７，５１０千円（５１．８％）である。 

  ② 公の施設の指定管理 

    本市は、公の施設の指定管理者として財団を指定している。 

   ア 指定管理者として管理する公の施設 

明石市立産業交流センター、明石市立勤労福祉会館及び明石市立

中高年齢労働者福祉センター（以下３つの施設を併せて「センター

等」という｡）である。 

   イ 指定管理者として行う業務 

⒜ センター等の設置目的に寄与する業務 

 ⒝ センター等の利用及びその制限に関する業務 

 ⒞ センター等の維持管理業務 

    ⒟ その他管理運営に必要な業務 

   ウ 平成２６年度の指定管理料 １３８，４９４千円 

   エ 指定期間 

     平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

  ③ 事業の委託 

平成２６年度は、南二見会館等管理運営事業などで委託料として 

１２，３１０千円を執行した。 
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（参考） 

    財団の決算状況をみると、本市からの指定管理事業収益と受託収益

が、全体の９８．５％を占めている。 

区   分 決  算  額 構 成 比 率 

指定管理事業収益 222,411,842 円 93.3％

 

指定管理料収益 （138,494,000 円） （58.1％）

貸館利用料収益 （63,886,122 円） （26.8％）

駐車場等利用料収益 （16,977,600 円） （7.1％）

指定管理自主事業収益 （3,054,120 円） （1.3％）

自主事業収益 26,000 円 0.0％

受託収益 12,310,000 円 5.2％

その他 3,614,412 円 1.5％

合   計 238,362,254 円 100.0％

     注 平成２６年度正味財産増減計算書による。 

 

Ⅵ 監査の結果 

会計処理は公益法人会計基準により行われており、出資等の目的に沿っ

て適正に事業が運営されていると認められた。また、提出された財務諸表

の計数は、諸帳簿と符合し、収支の状況及び財政状態を適正に表示してお

り、出納その他の事務の処理状況もおおむね適正と認められた。 

指定管理者として行う業務については、施設の目的や基本協定等に沿っ

て、おおむね適正に施設の管理及び運営を行っているものと認められた。

市との協定書に定められた内容を遵守され、引き続き市民サービスの向上

と管理運営の効率化に努められるよう希望する。 

なお、別途改善の検討を指示した事項については、改善措置を講じられ

たい。 




